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令和７年第１回羽幌町議会臨時会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 

令和７年１月２８日（火曜日） 午前１０時００分開会 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                           

第 ２ 会期の決定                                

第 ３ 諸般の報告                                

第 ４ 議案第 １号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例         

第 ５ 議案第 ２号 羽幌町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正す 

           る条例                           

第 ６ 議案第 ３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例     

第 ７ 議案第 ４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

           改正する条例                        

第 ８ 議案第 ５号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部 

           を改正する条例                       

第 ９ 議案第 ６号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算（第１１号）        

第１０ 議案第 ７号 令和６年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）   

第１１ 議案第 ８号 令和６年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）   

第１２ 議案第 ９号 令和６年度羽幌町水道事業会計補正予算（第３号）       

第１３ 議案第１０号 令和６年度羽幌町下水道事業会計補正予算（第３号）      

 

〇出席議員（１１名） 

    １番 佐 藤   満 君      ２番 金 木 直 文 君 

    ３番 阿 部 和 也 君      ４番 逢 坂 照 雄 君 

    ５番 村 上 雄 也 君      ６番 小 寺 光 一 君 

    ７番 磯 野   直 君      ８番 舟 見 俊 明 君 

    ９番 工 藤 正 幸 君     １０番 平 山 美知子 君 

   １１番 村 田 定 人 君                   

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

     町     長    森     淳 君                

     副 町 長    三 浦 義 之 君                

     教 育 長    濱 野   孝 君                
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     監 査 委 員    熊 木 良 美 君                

     総 務 課 長    伊 藤 雅 紀 君                

     総務課長補佐    木 村 謙 彦 君                

     総務課職員係長    宇 野 延 仁 君                

     地域振興課長    飯 作 昌 巳 君                

     財 務 課 長    清 水 聡 志 君                

     財 務 課 主 幹    門 間 憲 一 君                

     町 民 課 長    大 平 良 治 君                
     町 民 課                             
                富 樫   潤 君                
     町民生活係長                             

     福 祉 課 長    高 橋   伸 君                
 
     福  祉  課                             
                高 本 勇 一 君                
     社会福祉係長                             
 
     福祉課子ども係長    村 上   達 君                

     健康支援課長    鈴 木   繁 君                
 
     健 康 支 援 課                             
                山 川 恵 生 君                
     介護保険係長                             
 
     上下水道課長    棟 方 富 輝 君                

     上下水道課長補佐    熊 谷 裕 治 君                

     商工観光課長    三 上 敏 文 君                
 
     商 工 観 光 課                             
                廣 谷 将 大 君                
     商工労働係長                             
 
     学校管理課長    葛 西 健 二 君                

     学校管理課主幹    佐々木 慎 也 君                

 

〇職務のため出席した事務局職員 

     議会事務局長    渡 辺 博 樹 君                

     総 務 係 長    嶋 元 貴 史 君                

     書 記    逢 坂 信 吾 君                

     書 記    佐 藤 諒 輔 君                
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    ◎開会の宣告 

〇議長（村田定人君） ただいまから令和７年第１回羽幌町議会臨時会を開会します。 

 

（午前１０時００分） 

 

    ◎町長挨拶 

〇議長（村田定人君） 町長から議会招集挨拶の申出がありますので、これを許します。 

 町長、森淳君。 

〇町長（森  淳君） 令和７年第１回羽幌町議会臨時会の招集に当たりまして、議員の

皆様には何かとご多忙のところご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、本臨時会に提案しております案件は、議案として条例案５件、補正予算案５件の

計１０件であります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして、招集の挨拶

とさせていただきます。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（村田定人君） これから本日の会議を開きます。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（村田定人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ９番 工 藤 正 幸 君   １０番 平 山 美知子 君 

を指名します。 

 

    ◎会期の決定 

〇議長（村田定人君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間と決定しました。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（村田定人君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願

います。 
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 次に、地方自治法第１２１条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありま

した者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎議案第１号～議案第５号 

〇議長（村田定人君） 日程第４、議案第１号 職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例、日程第５、議案第２号 羽幌町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部

を改正する条例、日程第６、議案第３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例、日程第７、議案第４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例、日程第８、議案第５号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例、以上５件について関連がありますので、一括

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、伊藤雅紀君。 

〇総務課長（伊藤雅紀君） ただいま上程されました議案第１号から議案第５号までにつ

いて関連がありますので、５件を一括して提案理由とその内容についてご説明申し上げま

す。 

 今回の改正については、令和６年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて提

案いたしておりますが、特別職、議会議員の皆様及び会計年度任用職員についても一般職

に準じて改定することとし、ご提案申し上げております。 

 初めに、提案の理由となりました今回の給与改定の概要についてご説明申し上げます。 

 １点目は、月例給の引上げであります。給料表の改定を行い、改定率で平均３．０％の

増となるものであります。なお、この改定は、令和６年４月１日まで遡及し、適用するも

のであります。 

 ２点目は、期末、勤勉手当の引上げであります。年間支給割合を一般職員は０．１月分、

定年前再任用短時間勤務職員は０．０５月分引き上げるものであります。なお、この改定

についても令和６年４月１日まで遡及し、適用するものであり、引上げ分は全て１２月支

給分に配分するものであります。 

 ３点目は、寒冷地手当の引上げであります。月額の改定を行い、改定率で平均１１．３

％の増となるものであります。なお、この改定は、令和６年１１月１日まで遡及し、適用

するものであります。 

 以上が今回の給与改定の概要となります。 

 それでは、議案の説明に入らせていただきます。初めに、議案第１号 職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 令和７年１月２８日提出、羽幌町長。 

 改正の理由でありますが、国家公務員の給与改定に準じて職員の給与を改定するもので
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あります。 

 それでは、別紙でお配りしております議案説明資料、議案第１号～第５号（要旨）に基

づき説明させていただきます。また、添付しております新旧対照表と併せご確認願います。 

 資料１ページを御覧ください。新旧対照表は１ページから９ページとなります。まず、

１、期末、勤勉手当の引上げであります。一般職については期末手当及び勤勉手当ともに

０．０５月分を引き上げ、年間支給割合を０．１月分の増とし、定年前再任用短時間勤務

職員については期末手当及び勤勉手当ともに０．０２５月分を引き上げ、年間支給割合を

０．０５月分の増とするものであります。なお、当該条例の改正には直接触れられており

ませんが、会計年度任用職員は一般職の期末、勤勉手当を準用しており、暫定再任用職員

は定年前再任用短時間勤務職員と同様の改正となりますことを申し添えます。 

 また、この引上げ分は一般職及び定年前再任用短時間勤務職員ともに全て１２月支給分

に配分するものであり、表のとおり６月支給分は変更なく、一般職は１２月支給分を０．

１月分、定年前再任用短時間勤務職員は０．０５月分をそれぞれ引き上げるものでありま

す。なお、令和７年度以降はこの引上げ分を６月及び１２月支給分へ均等に振り分け、そ

れぞれの支給割合を等しくすることとしており、３月定例会において改めて条例改正を提

案させていただく予定であります。 

 次に、２、月例給の引上げであります。高卒初任給を２万１，４００円、大卒初任給を

２万３，８００円引き上げ、若年層に重点を置きつつ全等級について引き上げるものであ

り、改定率として平均で３．０％の増となるものであります。なお、改定後の給料表は議

案書に記載のとおりとなります。 

 次に、３、附則でありますが、本条例の施行期日は公布の日としておりますが、冒頭に

も説明させていただいたとおり、令和６年４月１日から適用することとしております。こ

れにより改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いと

みなす旨を併せて定めております。 

 以上が本条例の改正内容であります。なお、条文の朗読については、ただいまの説明を

もちまして省略させていただきます。 

 続きまして、議案第２号 羽幌町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。 

 令和７年１月２８日提出、羽幌町長。 

 改正の理由でありますが、国家公務員の給与改定に準じて職員の給与を改定するもので

あります。 

 資料２ページを御覧ください。新旧対照表は１０ページとなります。まず、１、寒冷地

手当の引上げであります。各区分における月額の改定を行い、世帯主である者のうち扶養

親族がある者は２万６，０００円へ、その他の世帯主である者は１万４，５００円へ、そ

の他の職員は９，８００円へ引き上げるものであり、改定率として平均１１．３％の増と

なるものであります。 
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 次に、２、附則でありますが、本条例の施行期日は公布の日としておりますが、令和６

年１１月１日から適用することとしております。これにより改正前の規定に基づいて支給

された寒冷地手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払いとみなす旨を併せて定めて

おります。 

 以上が本条例の改正内容であります。なお、条文の朗読については、ただいまの説明を

もちまして省略させていただきます。 

 続きまして、議案第３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いてご説明申し上げます。 

 令和７年１月２８日提出、羽幌町長。 

 改正の理由でありますが、一般職の給与改定に準じて特別職の給与を改定するものであ

ります。 

 資料３ページを御覧ください。新旧対照表は１１ページとなります。まず、１、期末手

当の引上げであります。０．１月分を引き上げ、年間支給割合を現行の４．４５月分から

４．５５月分に改定するものであります。 

 （１）の表になりますが、支給割合として６月支給分は２．１７５月分に、１２月支給

分は２．３７５月分とし、年間支給割合を０．１月分の増とするものであります。ただし、

（２）に記載しておりますが、令和６年１２月の支給割合については、（１）の改正にか

かわらず、一般職と同様に引上げ分の全てを１２月支給分に配分する旨の附則を加えるも

のであります。 

 次に、２、附則でありますが、本条例の施行期日は公布の日としておりますが、附則第

２３項の規定は、令和６年１２月１日から適用することとしております。これにより改正

前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみな

す旨を併せて定めております。 

 以上が本条例の改正内容であります。なお、条文の朗読については、ただいまの説明を

もちまして省略させていただきます。 

 続きまして、議案第４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 令和７年１月２８日提出、羽幌町長。 

 改正の理由でありますが、一般職の給与改定に準じて議会議員の給与を改定するもので

あります。 

 資料４ページを御覧ください。新旧対照表は１２ページとなります。まず、１、期末手

当の引上げであります。０．１月分を引き上げ、年間支給割合を現行の４．４５月分から

４．５５月分に改定するものであります。 

 （１）の表になりますが、支給割合として６月支給分は１．７７５月分に、１２月支給

分は２．７７５月分とし、年間支給割合を０．１月分の増とするものであります。ただし、

（２）に記載しておりますが、令和６年１２月の支給割合については、（１）の改正にか
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かわらず一般職及び特別職と同様に引上げ分の全てを１２月支給分に配分する旨の附則を

加えるものであります。 

 次に、２、附則でありますが、本条例の施行期日は公布の日としておりますが、附則第

２２項の規定は、令和６年１２月１日から適用することとしております。これにより改正

前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみな

す旨を併せて定めております。 

 以上が本条例の改正内容であります。なお、条文の朗読については、ただいまの説明を

もちまして省略させていただきます。 

 続きまして、議案第５号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 令和７年１月２８日提出、羽幌町長。 

 改正の理由でありますが、一般職の給与改定に準じて会計年度任用職員の給与を改定す

るものであります。 

 資料５ページを御覧ください。新旧対照表は１３ページから１９ページとなります。ま

ず、１、月例給の引上げであります。会計年度任用職員の給与は、一般職の給料表を準用

しているため、一般職の給料表改定に伴い改正するものであります。なお、改定後の給料

表は議案書に記載のとおりとなります。 

 次に、２、附則でありますが、本条例の施行期日は公布の日としておりますが、一般職

と同様に令和６年４月１日から適用することとしております。これにより改正前の規定に

基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす旨を併せて定めて

おります。 

 以上が本条例の改正内容であります。なお、条文の朗読については、ただいまの説明を

もちまして省略させていただきます。 

 以上、議案第１号から議案第５号までの説明であります。よろしくご審議、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（村田定人君） これから議案第１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は原案のとお

り可決されました。 

 次に、議案第２号 羽幌町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する

条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号 羽幌町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改

正する条例は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について質

疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４号を採決します。 
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 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第６号～議案第１０号 

〇議長（村田定人君） 日程第９、議案第６号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算（第

１１号）、日程第１０、議案第７号 令和６年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）、日程第１１、議案第８号 令和６年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）、日程第１２、議案第９号 令和６年度羽幌町水道事業会計補正予算（第３

号）、日程第１３、議案第１０号 令和６年度羽幌町下水道事業会計補正予算（第３号）、

以上５件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、森淳君。 

〇町長（森  淳君） ただいま提案となりました各会計の補正予算につきまして、その

提案理由をご説明申し上げます。 

 初めに、一般会計につきまして既定の予算総額に歳入歳出それぞれ９，２４４万８，０

００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ８０億６，９９２万１，０００円とする

ものであります。 

 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出の１款議会費において議員期末手当２

７万円の増額は、一般職の給与改定に準じて議会議員の期末手当を改定するものでありま

す。 
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 次に、国の補正予算による重点支援地方交付金を活用し、エネルギー、食料品等の物価

高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する支援を実施する事業についてご説明いたしま

す。 

 最初に、第２款総務費、自治振興費におけるバス・タクシー事業者エネルギー価格高騰

対策支援事業補助金４３０万円の増額は、バス及びタクシー事業者に対し、町民の生活を

支える特急路線等の運行を継続して維持、確保するために必要な経費を支援するものであ

ります。 

 次に、３款民生費、社会福祉費において物価高騰対策住民税非課税世帯支援給付金給付

事業４，１０２万３，０００円の増額は、住民税非課税世帯に対し、１世帯当たり３万円

を給付し、当該世帯が１８歳以下の子供を扶養している場合、１人当たり２万円を加算し

て給付するものであり、対象１，２７０世帯及び子供加算６０人分を見込んでいるもので

あります。 

 同じく介護福祉費において介護サービス基盤整備事業３４１万円の増額は、介護事業者

に対し物価高騰に伴う影響を緩和させるため、施設の定員数等に応じた支援を行うもので

あります。 

 次に、７款商工費、商工振興費において消費活性化対策事業３，７３６万４，０００円

の増額は、町民１人当たり６，０００円のクーポン券を発行し、消費の下支えを通じて町

民の生活支援を図るものであります。 

 以上が国の補正予算による重点支援地方交付金を活用した事業であります。 

 次に、１０款教育費、中学校費、学校管理費において羽幌中学校施設管理事業２５１万

円の増額は、令和７年度入学予定生徒数に対し対応可能な普通教室がないことから、面積

の大きい被服室を改修して対応するものであります。 

 歳入につきましては、重点支援地方交付金に係る国庫支出金のほか、地方交付税及び前

年度繰越金を増額しております。 

 以上で一般会計を終わり、続いて介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明を申

し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２４７万２，０００円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ１０億５，２５７万７，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容を申し上げます。保険事業勘定の歳出、１款総務費、一般管理費

における１３２万３，０００円の増額。 

 ３款地域支援事業費、包括的支援事業・任意事業費における地域包括支援センター運営

事業３２万１，０００円の増額及び介護サービス事業勘定の歳出、１款総務費、事業管理

費における８２万８，０００円の各増額は、給与改定による職員人件費の増額であり、歳

入につきましては一般会計繰入金を充てております。 

 続いて、簡易水道事業特別会計の補正につきましてご説明を申し上げます。既定の予算

総額に歳入歳出それぞれ１２万６，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ４，

５６１万１，０００円とするものであります。 
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 補正をいたします内容を申し上げます。歳出の１款簡易水道費、水道維持費において１

２万６，０００円の増額は、給与改定による職員人件費の増額であり、歳入につきまして

は一般会計繰入金を充てております。 

 続いて、水道事業会計の補正につきましてご説明申し上げます。収益的収入及び支出に

おいて、支出の第１款水道事業費用、第１項営業費用において９４万９，０００円の増額

は、給与改定による職員人件費の増額であります。 

 また、支出、第１款水道事業費用、第２項営業外費用で５万７，０００円の減額は、起

債償還に係る利率が想定利率を下回ったことによる企業債利息の減額で、これらにより第

１款水道事業費用の総額を２億２，４０３万６，０００円とするものであります。 

 資本的収入及び支出において、支出、第１款資本的支出、第２項企業債償還金で２万６，

０００円の増額は、起債償還において元利均等償還を採用していることから、先ほど申し

上げました企業債利息の減額に伴い元金償還金が増額となり、第１款資本的支出の総額を

９，２４１万８，０００円とするものであります。 

 続いて、下水道事業会計の補正につきましてご説明申し上げます。収益的収入及び支出

において、収入の第１款下水道事業収益、第２項営業外収益で９７万３，０００円の増額

は、この後説明させていただきます収益的支出及び資本的支出の増額に伴い町補助金を増

額するものであります。 

 収益的収入及び支出において、支出、第１款下水道事業費用、第１項営業費用で８９万

３，０００円の増額は、給与改定による職員人件費の増額であります。 

 また、支出、第１款下水道事業費用、第２項営業外費用で１３万円の減額は、起債償還

に係る利率が想定利率を下回ったことによる企業債利息の減額で、これらにより第１款下

水道事業費用の総額を３億９，８０８万７，０００円とするものであります。 

 資本的収入及び支出において、支出、第１款資本的支出、第２項企業債償還金で２１万

円の増額は、起債償還において元利均等償還を採用していることから、先ほど申し上げま

した企業債利息の減額に伴い元金償還金が増額となり、第１款資本的支出の総額を２億６，

０１０万６，０００円とするものであります。 

 以上、今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（村田定人君） お諮りします。 

 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出予算一括して質疑を行い、それぞれ討論、

採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 これから議案第６号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算（第１１号）について歳入歳

出予算一括して質疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算（第１１号）は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第７号 令和６年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号 令和６年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号 令和６年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号 令和６年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）
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は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号 令和６年度羽幌町水道事業会計補正予算（第３号）について収益的

収入及び支出ほか一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号 令和６年度羽幌町水道事業会計補正予算（第３号）は原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第１０号 令和６年度羽幌町下水道事業会計補正予算（第３号）について収

益的収入及び支出ほか一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１０号 令和６年度羽幌町下水道事業会計補正予算（第３号）は原

案のとおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（村田定人君） 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 したがって、令和７年第１回羽幌町議会臨時会を閉会します。 

（午前１０時３４分） 


